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〒 第 号

年　　月　　日

様 伊勢崎市福祉事務所長

　保護の決定若しくは実施又は生活保護法（以下「法」という。）第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要がありま

すので、法第29条の規定に基づき、下記の事項について照会します。

　なお、当事務所において、入手した資料については、情報の秘密の保護に万全を期していますので念のため申し添えます。

回答期限年月日

調査対象者 住　　　　　所

旧　住　所　１

旧　住　所　２

旧　住　所　３

旧　住　所　４

旧　住　所　５

氏　　　名

カ　　ナ 旧　　姓 旧 姓 カ ナ 性別 生年月日

調査事項

[問い合わせ先]

 郵便番号:

 住所　　:

 名称　　:

 担当部署:

 担当員　:

 電話番号:

生活保護法第29条の規定に基づく調査について（依頼）

記

（参考）生活保護法

第29条　保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認

　めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法（昭和34年法律第141号）

　第３条第２項に規定する共済組合等（次項において「共済組合等」という。）に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、

　又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

　一　要保護者又は被保護者であつた者　氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の

　　決定及び実施の状況その他政令で定める事項（被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の

　　実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。）

　二　前号に掲げる者の扶養義務者　氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項（被保護者であつた者の扶養

　　義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。）

2　 別表第１の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又

　は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資

　料の提供を行うものとする。

第24条　保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出し

　なければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

　一～三　（略）

　四　要保護者の資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状

　　況を含む。以下同じ。）

　五　（略）

（参考２）生活保護法施行令

第２条の２　法第29条第１項第１号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。
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様式第29号（第7条関係）（標準様式）

〒 第 号

年　　月　　日

伊勢崎市福祉事務所長

様

生活保護法第29条の規定に基づく調査について（依頼）

　保護の決定若しくは実施又は生活保護法（以下「法」という。）第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要がありま

すので、法第29条の規定に基づき、下記の事項について照会します。

　なお、当事務所において、入手した資料については、情報の秘密の保護に万全を期していますので念のため申し添えます。

回答期限年月日

調査対象者 住　　　　　所

旧　住　所　１

旧　住　所　２

旧　住　所　３

旧　住　所　４

旧　住　所　５

氏　　　名

カ　ナ 旧　姓 旧 姓 カ ナ 性別 生年月日

把握済み口座

調査事項

年　月　日現在

[問い合わせ先]

 郵便番号:

 住所　　:

 名称　　:

 担当部署:

 担当員　:

 電話番号:

（参考）生活保護法

第29条　保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に

　掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法（昭和34年法律第141号）第３条第２項に規定する共済組合等（次項にお

　いて「共済組合等」という。）に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報

　告を求めることができる。

　一　要保護者又は被保護者であつた者　氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その

　　他政令で定める事項（被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除

　　き、保護を受けていた期間における事項に限る。）

　二　前号に掲げる者の扶養義務者　氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項（被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名

　　及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。）

2　 別表第１の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項

　の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。

第24条　保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただ

　し、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

　一～三　（略）

　四　要保護者の資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。）

　五　（略）

（参考２）生活保護法施行令

第２条の２　法第29条第１項第１号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。
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〒 第 号

年　　月　　日

様

伊勢崎市福祉事務所長

生活保護法第29条の規定に基づく調査について（依頼）

　保護の決定若しくは実施又は生活保護法（以下「法」という。）第77条若しくは第78条

の規定の施行のために必要がありますので、法第29条の規定に基づき、別紙の

第　　　　   号　記載の調査対象者（計   人分）について、

貴行本支店における預金口座の有無、及び口座保有されている場合の残高を照会します。

　なお、当事務所において、入手した資料については、情報の秘密の保護に万全を期して

いますので念のため申し添えます。

※　全国銀行協会取りまとめ「生活保護法第29条に基づく調査における『本店等一括照会』

実施要領」（令和元年10月11日付事会第47号）によりご回答ください。

※　調査対象者である要保護者（被保護者であったもの、扶養義務者を含む）の調査への

同意については、書面（同意書）を徴取の上、当福祉事務所において当該書面を保管し

ている旨を申し添えます。また、当該書面の提供依頼があった場合は、その写しを速や

かに提供いたします。

（参考）生活保護法

（資料の提供等）

第29条　保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しく

　は第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該

　各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法（昭和34年法律第

　141号）第３条第２項に規定する共済組合等（次項において「共済組合等」という。）

　に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号

　に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

　一　要保護者又は被保護者であつた者　氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、

　　健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定め

　　る事項（被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他

　　の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間

　　における事項に限る。）

　二　前号に掲げる者の扶養義務者　氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他

　　政令で定める事項（被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は

　　居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。）

 [問い合わせ先]

 郵便番号:

 住所　　:

 名称　　:

 担当部署:

 担当員　:

 電話番号:

生活保護

本店等一括照会
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（別紙） 第 号

〔調査対象者に関する情報〕 調査時点

年　月　日

（※）箇所の入力は任意

〔参考情報〕旧住所及び調査対象者が保有している貴行預金口座

〔備考〕

以　上

担当者： 職名：

科

目



店

名義人名 店番 店名

科

目



店

名義人名 店番 店名

科

目



店

名義人名 店番 店名

科

目



店

名義人名 店番 店名

5

カナ



カナ 性別

生年月日

性別

生年月日

氏名



旧姓

氏名



旧姓

4

カナ



カナ

性別

2

3

カナ



カナ

氏名



旧姓

氏名



旧姓 生年月日

性別

生年月日



カナ



旧姓

性別

生年月日

世

帯

主

1

カナ(※)

カナ

氏名

現住所

口座

番号 （　　　　　）

口座

番号 （　　　　　）

口座

番号 （　　　　　）

（　　　　　）

口座

番号

口座

番号 （　　　　　）

店

科

目



世

帯

員

旧住所

店番 名義人名 店名

カナ



カナ


image4.emf
〒

第 号

年　　月　　日

様

伊勢崎市福祉事務所長

　保護の決定若しくは実施又は生活保護法（以下「法」という。）第77条若しくは第78条の規定

の施行のために必要がありますので、法第29条の規定に基づき、別紙に記載の調査対象者の下記

事項について照会します。

　なお、当事務所において、入手した資料については、情報の秘密の保護に万全を期しています

ので念のため申し添えます。

※　調査対象者である要保護者（被保護者であったもの、扶養義務者を含む）の調査への同意に

　ついては、書面（同意書）を徴取の上、当福祉事務所において当該書面を保管している旨を申

　し添えます。また、当該書面の提供依頼があった場合は、その写しを速やかに提供いたします。

記

１．調査対象者 別紙の調査対象者一覧のとおり

２．調査事項 以下項目を含むよう回答してください。

＜調査事項＞

○保険証券番号 ○保険の種類 ○契約年月日 ○満期年月日

○保険契約者名 ○被保険者名 ○保険金の受取人

○保険金額（満期・死亡・災害死亡） ○保険料

○解約返戻金額 ○積立配当金額 ○貸付残高

 [問い合わせ先]

 郵便番号:

 住所　　:

 名称　　:

 担当部署:

 担当員　:

 電話番号:

生活保護法第29条の規定に基づく調査について（依頼）



     

様式第29号（第7条関係）（標準様式）

〒 第 号

年　　月　　日

伊勢崎市福祉事務所長

様

生活保護法第29条の規定に基づく調査について（依頼）

　保護の決定若しくは実施又は生活保護法（以下「法」という。）第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要がありま

すので、法第29条の規定に基づき、下記の事項について照会します。

　なお、当事務所において、入手した資料については、情報の秘密の保護に万全を期していますので念のため申し添えます。

回答期限年月日

調査対象者 住　　　　　所

旧　住　所　１

旧　住　所　２

旧　住　所　３

旧　住　所　４

旧　住　所　５

氏　　　名 カ　ナ 旧　姓 旧 姓 カ ナ 性別 生年月日

把握済み口座

調査事項

年　月　日現在

[問い合わせ先]

 郵便番号:

 住所　　:

 名称　　:

 担当部署:

 担当員　:

 電話番号:

（参考）生活保護法

第29条　保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に

　掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法（昭和34年法律第141号）第３条第２項に規定する共済組合等（次項にお

　いて「共済組合等」という。）に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報

　告を求めることができる。

　一　要保護者又は被保護者であつた者　氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その

　　他政令で定める事項（被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除

　　き、保護を受けていた期間における事項に限る。）

　二　前号に掲げる者の扶養義務者　氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項（被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名

　　及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。）

2　 別表第１の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項

　の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。

第24条　保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただ

　し、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

　一～三　（略）

　四　要保護者の資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。）

　五　（略）

（参考２）生活保護法施行令

第２条の２　法第29条第１項第１号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。

